
 
 

令和３年度 12 月補正予算（先議）の概要 
 

１ 概要 

12 月の補正予算（先議）は、新型コロナウイルス感染症の影響への対応に係る国の経

済対策において措置される補助金を受け、18 歳以下の子供がいる世帯に対し給付金を給

付するため、必要な予算措置を行う。 

 

２ 一般会計補正予算 

（１）予算規模 

 

補正前の額：49,714,290 千円  補正額：704,277 千円  計：50,418,567 千円 

 

歳 入 の 補 正 歳 出 の 補 正 

国庫支出金 

 

704,277 民生費 704,277 

計 704,277 計 704,277 

 

（２）補正予算の事業 

 

1① 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費（福祉課） 704,277 千円  

【事業内容】 

国の補助金を受け、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その影響によ

り苦しんでいる子育て世帯を支援するため、所得要件を満たした世帯に対し、18歳以下

の子供一人当たり５万円を給付する。 

【補正の内訳】 

データ入力委託料          4,055 千円 

業務システム開発等委託料      2,000 千円 

子育て世帯への臨時特別給付金   695,000 千円 ほか 

 

 


